
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者向け 啓発リーフレット                    №３（令和６年９月発行） 

インターネットトラブルを防ぐために 
発行：岩見沢市教育委員会 指導室 青少年センター  

「デジタルタトゥー」 
インターネット上の書き込み・動画・画像・位置情報・個人情報・検索履歴など、 

情報が半永久的に残り続けること〔消すことが難しい入れ墨（タトゥー）に例えた言葉〕。 

 

○C 2024 岩見沢市教育委員会 指導室 青少年センター seishou@city.iwamizawa.lg.jp 

ＴＥＬ：0126-33-3333     ＦＡＸ：0126-25-0777 

SNS に動画や画

像、メッセージ

などを投稿 

投稿削除前に 

スクショやコピ

ーをされると… 
拡散してしまうと、SNS・インターネット上

に、残り続けてしまう可能性がある。 

＊個人情報 
〔名前、住所、電話番号、メールアドレス、映像、生年

月日、年齢、職業、顔認証データ、指紋、個人に発行さ

れるカードなどに記載されている番号など、個人が特

定できる情報〕 
 

・住所が特定されてネット上に拡散され、 

引っ越しを余儀なくされるケースも、、、。 

・SNS のアカウントのプロフィール（生年月

日、職業や学校名、趣味など）も、デジタ

ルタトゥーになり得る。 

＊誹謗中傷・デマ 

・根拠のない悪口を投稿して炎上する。 

・相手を傷つけるだけでなく、投稿者が訴

えられるケース（名誉棄損罪、侮辱罪）も。 

〔リツイート、リポストなども同じ〕 

・投稿を削除しても、誰かがスクショし、

別のところで拡散されると、デジタルタ

トゥーとして残り続ける。 

＊悪ふざけ・いたずら 

・ただの「いたずら」程度で行ったことでも、

一度拡散されると、ネット上にデジタルタ

トゥーとして残り続ける。拡散された動画

などから個人が特定され、就職時など、将

来が台無しになる場合も、、、。 
※「バイトテロ」 

飲食店の従業員やアルバイトによる不適切な行為を

撮影した動画が、SNS に投稿され炎上する。 

＊〔SNS被害〕を防ぐために 

〔SNS被害〕は、主に自分が発信したことが 

きっかけとなります。 

＊自分の発言に責任を持ち、インターネットの

危険性を理解する。 

＊インターネットの安全な使い方を理解する。 

＊SNS上の発言は慎重にする。 

 〔時間をおいてから投稿を見直す習慣〕 

＊個人が特定されるような投稿をしない。 

＊ペアレンタルコントロール機能（フィルタリ

ングの設定、利用時間の制限、閲覧サイトの

制限など）を設定する。 

〔お知らせ〕今まで発行した「保護者向け インターネット啓発リーフレット」は、 

【岩見沢市ホームページ内で「青少年センター」と検索】か、右の QRコードから 

ご覧いただけます。※「QR コードは、(株)デンソーウェーブの登録商用です。」 
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